
佐世保市魅力ある個店グループ創出支援事業募集要項

Ⅰ 事業の目的
従来の「商店街」単位では業種等の相違から実施できない、「グループ」が実施する個店の機能強化、売上

向上等を目的とした事業への支援を行うことで、商店街エリア内の集客の核となる魅力ある個店（グループ）
を創出し、周辺店舗や商店街への効果の波及により、魅力ある商店街を創出することを目的とするものです。

Ⅱ 補助対象者
市内に店舗等を有し、商業活性化に熱意とアイディアを持つ小規模企業者が、既存商店街組織等の推薦

を受け 2 者以上で構成するグループ（任意の団体）。
※ただし、県の補助事業に該当し、併せて補助を受ける場合は３者以上。
・グループの代表者は市内在住者であり、商業（具体的な業種については以下に記載）を営む者。
・推薦は事業実施予定の場所にある商店街組織から受けてください。
※推薦を受けることが可能な商店街組織については、佐世保市役所商工労働課へお尋ねください。
※商業とは、日本標準産業分類における次の中分類のいずれかに含まれる小分類に該当する業種とします。

大分類 中分類

I 卸売業、小売業
56 各種商品小売業、57 織物・衣類・身の回り品小売業、58 飲食
料品小売業、59 機械器具小売業、60 その他の小売業

M 宿泊業、飲食サービス業 75 宿泊業、76 飲食店、77 持ち帰り・配達飲食サービス業
N 生活関連サービス業、娯楽業 78 洗濯・理容・美容・浴場業

Ⅲ 補助対象事業
グループを対象とした、個店の機能強化・売上向上等により商業活性化に資するため新たに実施する継続

的な効果の発揮が期待できる次の事業。
① 情報発信事業

・HP、FB 開設、フリーペーパー作成・配布 など
  一時的なセール情報等ではなく、今後の個店またはグループとして活動していくための広報手段、販売

促進手段としての機能をもった継続的な事業。
② 共同販促イベント事業

・マルシェ、街バル開催 など（イベント出店はグループ外の事業者も可）
イベント自体の集客数、売り上げを図るものではなく、イベント後のグループ構成事業者の売上、認知度
向上等継続的な効果が期待できる事業。

③ 新商品等開発事業
・地域資源を活用した新商品、地域ブランドづくり など

  専門家の招へい、大学等との連携により、地域資源を活用した新商品、サービスを開発する事業。開
発した商品等を活用し、グループ構成事業者の売上向上等継続的な効果が期待できる事業。

④ 遊休不動産を活用した新規事業経営・リノベーション事業
・異業種連携による空き家、空き店舗等を活用した新形態の事業経営 など
空き店舗、空き家を活用した、異業種の連携による新しい事業経営。カフェ等の飲食、雑貨販売との複
合店舗など。

≪注意≫ グループ内で業務の発注、請負を行うものは補助の対象外とします。



Ⅳ 補助内容
１ 補助率

補助対象経費の 1/2 以内
※ただし補助対象事業①～③のうち県の補助事業に該当する場合は 8/10 以内。該当事業は

「長崎県商店街等を核とする地域のにぎわい創出事業補助金実施要綱」をご参照ください。
２ 補助上限額

30 万円（リノベーション事業は 100 万円）※下限額 5 万円
※※ただし県の補助事業に該当する場合は 80 万円以内。（リノベーション事業は除く）

3 補助対象経費
事業実施に直接要する（準備費用を除く）以下の経費。

区分 内容
報償費 外部専門家等謝金及び旅費
原材料費 新商品開発等に係る原材料購入費
広報費 チラシ、パンフレット、HP 等作成費
賃借費 会場使用料、機器借上料（店舗賃借料除く）
委託費 事業自体の外部委託は対象外
施設改修費 既存施設の改修費用 ※リノベーション事業のみ
調査・分析費 事業の効果調査にかかる費用
その他経費 その他市長が必要と認める経費

  ※対象外経費
   ・食糧費、消耗品費、備品費、通信運搬費（電話料、切手代、インターネット利用料金等）、光熱水費、

振込手数料、研修参加費、保険料、借入金などの支払利息等。
    ・上記のほか、公費の使途として社会通念上、不適切な経費。

Ⅴ 応募について
1 募集期間

令和２年 4 月 10 日（金） ～ 令和２年 4 月 30 日（木）17 時締切
募集期間内（土日祝日を除く９時～17 時）に佐世保市役所 10 階 商工労働課まで申請書類

を持参してください。
  ※郵送による申請は受け付けません。

2 申請書類
   (1)交付申請書（様式第 1 号）
    (2)事業説明書（様式第 2 号）
    (3)収支予算書（様式第 3 号）
    (4)商店街等推薦書（様式第 4 号）
    (5)その他申請に必要な書類

3 その他
  ・1 グループにつき年間 1 回の申請を限度とします。また、2 年目以降、同グループによる同内容事業

は対象外とします。
    ・今年度より、県の補助事業が一部の事業において活用可能となりました。該当事業については事前

にご相談ください。



Ⅵ 事業者の選定
1 選定基準

事業内容、機能強化・売上向上効果、商店街活性化への貢献度（波及効果）等について、書類
選考、ヒアリング審査をもとに採点します。

項目 審査のポイント 確認箇所等

妥当性 事業内容が当事業の目的に合致してい
るか。

・様式第２号 2（1）
事業の目的

効
果

事業者 個店の機能強化、売上向上の効果が
見込めるか。

・様式第２号 2（2）①
個店としての想定事業効果

グループ グループによる相乗効果が見込めるか。
・様式第２号 2（2）②

グループとしての想定事業効果

商店街 商店街への波及効果が見込めるか。
・様式第２号 2（2）③

商店街等への想定事業効果

継続性 事業の効果について継続的な発揮が見
込めるか。

・様式第２号 2（2）①②③
事業効果継続のための方策

熟度 事業コンセプト、実施計画などが実施で
きるレベルにあるか。

・収支予算書
・添付資料（事業実施スケジュール）

ヒアリング
審査

売上向上、商店街活性化への熱意
等。 ヒアリング内容

2 事業者の決定
観光商工部内に置く事業者選考委員会において、選定基準に基づき採点し、最も評価が高かったグル

ープから順に市予算額の範囲内で決定します。
※該当グループがなかった場合や補助決定額が市予算額を下回った場合は、予算残額を上限として 2 次募集を実

施する場合があります。

Ⅶ スケジュール（予定）
公募開始（市 HP 等） 令和２年 4 月 10 日
応募申請書受付 令和２年４月 10 日 ~ 令和２年 4 月 30 日
一次審査（書類審査） 令和元年 5 月上旬
二次審査（ヒアリング審査） 令和元年 5 月上旬
グループ決定・補助金交付決定通知 令和元年 5 月中旬
事業実施（着手） 令和元年 5 月中旬以降(交付決定後)

  Ⅷ その他
事業実施結果等については、市 HP 等で紹介させていただきます。

  Ⅸ お問い合わせ・お申込み先
   佐世保市 観光商工部 商工労働課
   〒857-8585 佐世保市八幡町 1 番 10 号
    電話：0956-24-1111（内線 3080） FAX：0956-25-9680
    Mail：syouko@sasebo.city.lg.jp


